
令和2年度　公文書開示状況（5月決定分）

港湾局

　表の見方
　＜決定区分＞
　　・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、
　　　該当する項目に「１」を記入しています。
　＜（根拠規定）条例7条＞
　　・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。
　＜公文書の件名＞について
　　・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。
　　・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。
　　　ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。
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1 R2.2.21 R2.5.14

・31港総企計第352号（令和元年度特定複合観光施設等に関する調査委託）
・議事録（令和元年度特定複合観光施設等に関する調査委託　第１回打合せ）（令和元
年12月３日）
・議事録（令和元年度特定複合観光施設等に関する調査委託　第２回打合せ）（令和元
年12月16日）
・議事録（令和元年度特定複合観光施設等に関する調査委託　第３回打合せ）（令和元
年12月26日）
・議事録（令和元年度特定複合観光施設等に関する調査委託　第４回打合せ）（令和２
年１月16日）
・議事録（令和元年度特定複合観光施設等に関する調査委託　第５回打合せ）（令和２
年１月29日）
・議事録（令和元年度特定複合観光施設等に関する調査委託　第６回打合せ）（令和２
年２月14日）
・会議等議事要旨記録票（ＩＲ影響調査について）（平成31年４月10日）
・会議等議事要旨記録票（申請（自治体）の最終意思決定のスケジュール）（令和元年
５月23日）
・令和元年度　事務引継書（令和元年７月1日）
・会議等議事要旨記録票（ＩＲ整備法に基づく基本方針（案）の意見募集について）
（令和元年９月４日）
・会議等議事要旨記録票（基本方針案について）（令和元年９月５日）
・会議等議事要旨記録票（ＩＲにかかる国の自治体意向調査について）（令和元年９月
18日）
・会議等議事要旨記録票（令和元年度特定複合観光施設等に関する調査委託について）
（令和元年10月３日）
・会議等議事要旨記録票（令和元年度のＩＲに関する調査について）（令和元年10月17
日）
・会議等議事要旨記録票（観光庁「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針
（案）」（申請期間に関する部分のみ）に関する意見募集について）（令和元年11月21
日）
・会議等議事要旨記録票（ＩＲに関する民間事業者との面談や面会のルールに係る調査
について）（令和２年１月９日）
・会議等議事要旨記録票（「令和元年度特定複合観光施設等に関する調査委託」につい
て）（令和２年１月30日）
・会議等議事要旨記録票（観光庁からの追加調査について）（令和２年１月31日）

19 1 1 1 1 1
港湾局
総務部
企画計理課

決定区分 (根拠規定)条例７条

・受託事業者社員の氏名、肩書、所属部
署、経歴、専門分野、メールアドレス
は、個人に関する情報で特定の個人を識
別することができる情報であるため。
（条例第7条第2号に該当）
・受託事業者が撮影した画像は、個人に
関する情報で特定の個人を識別すること
ができる情報であるため。また、成果物
の途中段階における使用画像で最終成果
物未使用であるため、関係者との調整を
必要とする事務に関する情報や関係者か
ら提供を受けた情報で、公にすることに
より、関係者との信頼関係が損なわれ、
当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすお
それがあるため（条例第７条第２号及び
第６号に該当）
・受託事業者の職場電話番号、ＦＡＸ番
号は、法人等の事業活動を行う上での内
部管理に属する事項に関する情報で、公
にすることにより、法人等又は事業を営
む個人の競争上又は事業運営上の地位そ
の他社会的な地位が損なわれると認めら
れるため。（条例第７条第３号に該当）
・権利許諾未確認の画像は、法人等の事
業活動に関する情報で、公にすることに
より、法人等の競争上又は事業を営む個
人の競争上又は事業運営上の地位その他
社会的な地位が損なわれると認められる
ため。また、成果物の途中段階における
使用画像等は権利許諾未確認のため、関
係者との調整を必要とする事務に関する
情報や関係者から提供を受けた情報で、
公にすることにより、関係者との信頼関
係が損なわれ、当該事務の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるため。（条例
第７条第３号及び第６号に該当）
・報告書（案）とりまとめ方針、想定ス
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決定区分 (根拠規定)条例７条

2 R2.3.18 R2.5.15

・平成30年７月４日付30港島管第349号
　「東京都調布飛行場外部監査員の委嘱について（依頼）」
・平成30年度東京都調布飛行場外部監査次第
・平成30年度東京都調布飛行場外部監査報告書
・令和元年度東京都調布飛行場外部監査次第
・令和元年度東京都調布飛行場外部監査報告書
・発令通知書
・出勤記録
・入札経過調書

8 1 1 1

・個人の報酬、勤務形態、雇用期間、休
日は、個人に関する情報で、特定の個人
を識別することができるため。（条例第
7条第2号に該当）
・個人の氏名、住所及び肩書は、個人に
関する情報で、特定の個人を識別するこ
とができるため。また、公にすることに
より、関係者との信頼関係が損なわれ、
当該事務の適切な遂行に支障を及ぼすお
それがあるため。（条例第7条第2号及び
第6号に該当）
・権利許諾未確認の画像は、使用画像等
は権利許諾未確認のため、関係者との調
整を必要とする事務に関する情報で、公
にすることにより、関係者との信頼関係
が損なわれ、当該事務の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため。（条例第
7条第6号に該当）
・連絡先、対応手順は、都の機関又は
国、独立行政法人等、他の地方公共団体
若しくは地方独立行政法人が行う事務に
関する情報であって、公にすることによ
り、問合せや連絡等が発生するなど当該
事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため。（条例第7条第6号に該当）

港湾局
離島港湾部
管理課

・報告書（案）とりまとめ方針、想定ス
ケジュールは、検討中の未成熟な情報
で、公にすることにより、率直な意見の
交換若しくは意思決定の中立性が不当に
損なわれるおそれ、確定した情報と誤解
され、不当に都民の間に混乱を生じさせ
るおそれ又は特定の者に不当に利益を与
え若しくは不利益を及ぼすおそれがある
ため。また、都の機関又は国、独立行政
法人等、他の地方公共団体若しくは地方
独立行政法人が行う事務又は事業に関す
る情報であって、公にすることにより、
確定した情報と誤解され、当該事務又は
事業の性質上、当該事務の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるため。（条例
第７条第５号及び第６号に該当）
・観光庁参事官室の職場電話番号、メー
ルアドレス、他自治体の状況は、都の機
関又は国、独立行政法人等、他の地方公
共団体若しくは地方独立行政法人が行う
事務又は事業に関する情報であって、公
にすることにより、問合せや連絡等が発
生するなど当該事務又は事業の性質上、
当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすお
それがあるため。（条例第7条第6号に該
当）
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決定区分 (根拠規定)条例７条

3 R2.3.18 R2.5.15

・調布飛行場の諸課題解決に向けた取組に係る住民説明会議事録調布市
　調布中学校　平成29年11月21日（火）
・調布飛行場の諸課題解決に向けた取組に係る住民説明会議事録
　府中市　紅葉丘文化センター　平成29年11月22日（水）
・調布飛行場の諸課題解決に向けた取組に係る住民説明会議事録
　三鷹市　大沢コミュニティ・センター　平成29年11月24日（金）
・搭乗者氏名一覧
・平成31年2月14日実施　調布飛行場の管理運営についての説明会に係る次第
・平成31年2月14日実施　調布飛行場の管理運営についての説明会　説明資料
　「東京都調布飛行場の管理運営について　―自家用機の飛行場使用手続―」
・令和元年7月23日実施　調布市議会　調布飛行場等対策特別委員会　調布飛行場現地
視察　次第
・令和元年7月23日実施　調布市議会　調布飛行場等対策特別委員会　調布飛行場現地
視察資料
・令和元年8月22日実施　調布市　調布飛行場対策協議会　調布飛行場現地視察　次第
・令和元年8月22日実施　調布市　調布飛行場対策協議会　調布飛行場現地視察資料
・令和元年11月1日実施　三鷹市議会　調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会
調布飛行場
現地視察　次第
・令和元年11月1日実施　三鷹市議会　調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会
調布飛行場
現地視察資料
・平成30年7月6日付け事務連絡「調布飛行場安全啓発講習会の開催について」
・令和元年9月4日付け事務連絡「調布飛行場安全啓発講習会の開催について」
・安全講習会を受講したことを確認できる書類（安全講習会等受講者名簿等）

15 1 1
・個人の氏名及び肩書は、個人に関する
情報で、特定の個人を識別することがで
きるため。（条例第7条第2号に該当）

港湾局
離島港湾部
調布飛行場管理事務
所

4 R2.4.10 R2.5.29

東京都港湾局発注「平成26年度10号その２多目的内貿岸壁（-8.5m）地盤改良工事」の
「工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書、代価明細表の全て（子代価を含む）、諸経
費計算書、諸経費対象外明細書、数量計算書、計画工程表、設計図面、特記仕様書及び
工事完成報告書

1 1
港湾整備部建設調整
課
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